
 

   給料の特別調整額に関する規則の一部改正について 

 

  平成29年3月22日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   知事部局及び警察本部の組織改編に伴い、給料の特別調整額に関する規則

別表第１に掲げる職について所要の改正を行うもの。  

 

第２ 規則案の内容 

   組織改編に伴う知事部局及び警察本部の組織規則の改正に合わせ、所要の

改正をすること。（別表第１関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

  (１) 知事部局の組織改編に伴う改正は、平成29年４月１日から施行する。 

  (２) 警察本部の組織改編に伴う改正は、平成 29年３月28日から施行する。 
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 給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成29年３月 日 

                                            岩手県人事委員会       

                                              委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則 

 給料の特別調整額に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

  
組 織 

区 分     
組 織 

区 分   

 １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種   １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種  

 知

事

の

事

務

部

局 

本

庁 

［略］ 

秘書広

報室長 

国体・

障がい

者スポ

ーツ大

会局長 

 ［略］ ［略］ 

調整監 

 

 

 

 

 

 

 

医師支

援推進

監 

［略］ 

 ［略］   知

事

の

事

務

部

局 

本

庁 

［略］ 

秘書広

報室長 

 ［略］ ［略］ 

調整監 

地域振

興監 

国際監 

首席ス

ポーツ 

振興専

門員 

医師支

援推進

監 

［略］ 

 ［略］  

  広

域 

振

興 

局 

 ［略］  

 

県税室

長 

［略］ 

    広

域 

振

興 

局 

 ［略］ 審査指

導監 

県税室

長 

［略］ 

  

    

  ［略］    ［略］  

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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 給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成29年３月 日 

岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司 

岩手県人事委員会規則第 号 

   給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則 

 給料の特別調整額に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 
組 織 

区 分   
組 織 

区 分  

 １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種   １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種  

  ［略］    ［略］  

 警

察 

本

部

等 

 ［略］ ［略］ 

災害対

策室長 

警衛対

策官 

術科調

査官 

［略］ 

   警

察 

本

部

等 

 ［略］ ［略］ 

災害対

策室長 

 

 

術科調

査官 

［略］ 

  

  ［略］    ［略］  

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成29年３月28日から施行する。 
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給料の特別調整額に関する規則の一部改正について 
 

１ 改正の趣旨                                           

  知事部局及び警察本部の組織改編に伴い、給料の特別調整額に関する規則別表第１に掲げる職（以下「指

定職」という。）について所要の改正を行うもの。 

２ 改正の内容                                           

 (１) 指定職を追加すること。 

部 局 職 名 給料表 職務の級 特別調整額の区分 理  由 

政策地域部 地域振興監 行政職 ６・７級 ４種 

・ 全県的な地域振興施策の企画立案や総合調整

を担う職であること。 

・ 県北沿岸振興課長（５種）の職を指揮監督す

る職として、相当程度の困難性が認められる職

であること。 

〃 国際監 行政職 ６・７級 ４種 

・ 国際関連業務を総括する組織の実務責任者と

して、関係課の総括課長や室長と連携、調整す

る職であること。 

・ 国際監を兼務する関係課の総括課長や室長と

連携、調整する職として、相当程度の困難性が

認められる職であること。 

文化スポーツ部 
首席スポーツ 
振興専門員 

教育職⑴ 

教育職⑵ 
４級 ４種 

・ 首席スポーツ振興専門員の職は、全県的なス

ポーツ振興施策の企画立案や総合調整を担う

職であり、相当程度の職務の困難性が認められ

ること。 

出納局 

（広域振興局） 
審査指導監 行政職 ６・７級 ５種 

・ 広域振興局に設置される局長直属の出納組織

として、支出命令と支出審査のチェック体制強

化を担う職であること。 
・ 広域振興局の課長級（５種）と同等の職責及
び職務の困難性が認められる職であること。 

※ 室内監（課内監）の特別調整額の設定に係る考え方 

  ・ 原則を５種としている。 

   ・ ４種とする場合の基準については、担当業務に相当程度の困難性（部局横断的な業務等）が認められ

る場合としている。 

 (２) 指定職を削除すること。 

部 局 職 名 給料表 職務の級 特別調整額の区分 理  由 

国体・障がい者 

スポーツ大会局 
局長 行政職 ９級 １種 

 国体・障がい者スポーツ大会局の廃止に伴い、廃職

となること。 

警察本部 警衛対策官 公安職 ６級 ５種  国体対策課の廃止に伴い、廃職となること。 

 

３ 施行期日                                              

  警察本部（警衛対策官） ：平成 29年３月 28日 

  知事部局（警衛対策官以外）：平成 29年４月１日 

  ※ 各任命権者の組織規則の施行日に合わせて施行するもの。 
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